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1. 2000万円が二重計上となつた経緯について

①報告書や契約書などの日付がバラバラになつてい

るヒ と

②選挙コンサルタンHこ対して どヽのような経緯で相談

したのか

③令和4年の後援会収支報告書作成時、選挙コンサ

ルタントから「架空にする」との指示があつたのか

④選挙管理委員会から不適正な助言があつたのか

⑤二重で計上されていることに気づく場面があつたの

ではないか

2日 後援会から出金された約460万円について

資金管理にかかる今後の対応について３

　

　

４ 政務公務の整理について



２０００万円について

大石賢吾
２０００万円を準備

大石けんご後援会口座

R4.1
2000万円
口座入金

選対スタッフ
により支出

選挙運動費用

時系列

① R4.3.7 選挙運動費用収支報告書提出

2000万円につき、自己資金と記載
（公務多忙のため、記載内容確認不十分）

② 知事選から数か月後、選挙コンサルから「後援会への貸付との処理
可能。法令にも抵触しない」旨の助言を受け、選挙運動費用収支報
告書の記載（①）を認識しないまま、貸付として処理することとする
→金銭消費貸借契約書作成

③ R4.6.8 資産等報告書提出
貸付金として2000万円記載

④ R5.3.31 後援会R4収支報告書提出
大石賢吾からの借入金として2000万円記載

⑤ R5.3 後援会から大石賢吾に460万円支払
R6.3 後援会から大石賢吾に195万2000円支払

⑥ R6.6以降、弁護士から「知事選当時に後援会への貸付の認識が
なかった以上、貸付との処理は実態に即しない」との指摘

R5.3 460万円
R6.3 195万2000円

１ R6.7下旬 後援会に６５５万２０００円全額返金

２ R6.8.2 後援会R4収支報告書訂正
借入金２０００万円の記載削除

３ R6.8.2 資産等報告書訂正
貸付金２０００万円の記載削除

誤

正

誤

誤

誤

正

正
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２０００万円にかかる日付について

選挙運動費用収支報告書 金銭消費貸借契約書 後援会口座（融資の入金）

令和４年１月５日

令和４年１月１２日

令和４年１月１４日

２０００万円の入金に先立ち、１
月６日と７日に選挙事務所費（立
替）の支出が存在したため、便宜
上、「５日」と記載。※立替は、
２４日、２０００万円から返金。

契約書を作成した際、融資を受け
た日付を誤ってと記載。
※契約書は、令和４年７月２２日
ごろ作成。

正

1. １月５日を「１月１４日」に訂正

2. １月６日に「８７万５０００円」の
「自己資金」を追記

3. １月７日に「６９万２２６４円」の
「自己資金」を追記

令和６年８月２日、二重計上となっていた事
実に基づき、収支報告書から削除訂正済み。
貸借の事実はなく、契約書は無効であるため、
訂正の対応の必要はない。

誤

誤
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